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第１８２回宮城県都市計画審議会議案の処理結果について

決定主体 議案番号 関 係 件 名 処 理 結 果

市町村

宮城県 第2332号 石 巻 市 石巻広域都市計画道路の変更につ 平成28年11月11日

いて 宮城県告示第928号

宮城県 第2333号 石 巻 市 石巻広域都市計画公園の変更につ 平成28年11月11日

いて 宮城県告示第929号
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議案 第２３３４号 

 
 

仙塩広域都市計画区域区分の変更について 
 
 
 
 

 
  

根 拠 条 文：都市計画法第２１条第２項において準用する 

       同法第１８条第１項 

 

都市計画案：別紙のとおり 
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仙塩広域都市計画区域区分の変更 

（宮城県決定） 

 
１．市街化区域及び市街化調整区域の区分 

  計画図表示のとおり市街化調整区域から市街化区域に変更する。 

 

２．人口フレーム 

               年 次 

区 分 

基準年 目標年 

平成１７年 平成３２年 

 

都市計画区域内人口 

 

１，３８７千人 

 

１，３８２千人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市街化区域内人口 

 

１，３０５千人 

 

１，３１１千人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 配分する人口 

 

－ 

 

１，３０９．８千人 

 

  保留する人口 

 

－ 

        

０．７千人 

 

 

 

 

 

特定保留  

 

－ 

         

        ０．５千人 

 

一般保留 

 

－ 

        

０．２千人 

 

 

３．変更の理由 

  都市計画法第６条の２により定める「都市計画区域の整備，開発及び保全の方

針」においては，事業の確実性が得られた段階で市街化区域に編入していく地区

を，市街化区域編入予定地区等として位置付けている。 

 平成２２年５月に決定した同方針の市街化編入予定地区等のうち，利府町の白

石沢地区について，開発行為による市街地整備の確実性が得られたことから，良

好な市街地を形成するため，市街化区域に編入するものである。 
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仙塩広域都市計画総括図 議案第２３３４号

仙

塩

広

域

都

市

計

画

区

域

区

分

の

変

更

（

利

府

町

）

富 谷 市

塩 竈 市

大 和 町

仙 台 市

白石沢地区 市街化調整区域から市街化区域に変更する区域 約21.4ha

利府町役場

利府駅

 市街化調整区域から
 市街化区域に変更する区域

ＪＲ新幹線総合

車両センター

新利府駅
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議案 第２３３５号 

 
 

仙塩広域都市計画道路の変更について 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

根 拠 条 文：都市計画法第２１条第２項において準用する 

       同法第１８条第１項 

 

都市計画案：別紙のとおり 

-7-



仙塩広域都市計画道路の変更（宮城県決定）

仙塩広域都市計画道路中３・５・４０１号松島海岸線を次のように変更する。

「区域及び構造は計画図表示のとおり」

理由

の。交通安全施設等整備事業の実施にあわせて，都市計画道路の一部区域を変更するも

区域

番号 路線名 起点 終点
主な
経過地

延長
構造
形式

車線
の数

幅員

地表式の区間
における鉄道
等との交差の

構造

幹
線
街
路

3・5・401 松島海岸線
松島町松
島字浪打
浜

松島町松
島字小梨
屋

松島町
松島字
仙随,
普賢堂

約1,730m 地表式 ２車線 １５ｍ

JR仙石線と立
体交差
幹線街路と平
面交差7箇所

区域の一部変更
車線数の決定

名称 位置
構造
形式

備考
種
別
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仙塩広域都市計画総括図 議案第２３３５号
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議案 第２３３６号 

 
 

仙塩広域都市計画公園の変更について 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

根 拠 条 文：都市計画法第２１条第２項において準用する 

       同法第１８条第１項 

 

都市計画案：別紙のとおり 
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仙塩広域都市計画公園の変更（宮城県決定）

都市計画公園中５・５・１００１号松島海岸公園を次のように変更する。

名称
種別 位置 面積 備考

番号 公園名

広場,松島町松島字浪打浜,

園路総合公園 松島海岸公園５・５・１００１号 字霞ヶ浦,字町内,字 約１８．１ｈa

仙随

「区域は計画図表示のとおり」

理由

仙塩広域都市計画道路３・５・４０１号松島海岸線の道路計画との整合を図り,区域

の一部を廃止する。
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議案第２３３６号

仙　
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更　

（　
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）

仙塩広域都市計画総括図



議案第２３３７号

仙塩広域都市計画事業名取市閖上地区被災市街地復興

土地区画整理事業の事業計画変更に対する意見書につ

いて

仙塩広域都市計画事業名取市閖上地区被災市街地復興土

地区画整理事業の事業計画変更に対して提出された意見書

（別紙写し）に係る意見を採択すべきか，採択すべきでな

いか，議決を求めます。

根拠条文：土地区画整理法
第５５条第１３項，同第３項
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変更前

変更後

仙塩広域都市計画事業

名取市閖上地区被災市街地復興土地区画整理事業

事業計画書

＜第３回変更＞

平成28年12月

宮城県 名取市
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1

第１．土地区画整理事業の名称等

１．土地区画整理事業の名称

仙塩広域都市計画事業名取市閖上地区被災市街地復興土地区画整理事業

２．施行者の名称

名取市（法第３条第４項）

第２．施行地区

１．施行地区の位置

本地区は、仙台市中心部より南へ約13km（直線距離）、名取市中心部から東に5kmに位置し、

主要施設からの距離は、仙台空港アクセス鉄道美田園駅から3. 5km、仙台東部有料道路名取イン

ターチェンジから1km、仙台空港から4. 7kmとなっている。また、本地区の北側は名取川、東側

は貞山運河から西に約200m内陸側、南側は小塚原地区の農地、西側は鍋沼堀等に囲まれた面

56. 9

積約56. 8haの区域である。

２．施行地区位置図

別添位置図の通り。（縮尺１/25, 000）

３．施行地区の区域

本事業の施行地区となる区域は、次の通りである。

名取市閖上一丁目、閖上字鶴塚、同字下佛文寺、同字昭和、同字孤島、同字清海、同字新町頭、

同字佛文寺及び同字胡桃の全部並びに閖上二丁目、閖上字新鶴塚、同字鍋沼、同字平田橋、同字

―

新大塚、同字大塚、同字新狐島、同字五十刈、同字東場、同字庚申塚、小塚原字西中塚の各一部

４．施行地区区域図

別添区域図の通り。（縮尺1/2, 500）

第３．設計の概要

１．設計説明書

(1) 土地区画整理事業の目的

当地区は、東日本大震災により地区内の建物の大部分が流失する壊滅的な被害を受けており、

早期の復興が必要である。このことから、本事業は、円滑な避難と利便性に配慮した道路網の構

築や避難場所の適正な配置等、公共施設の整備改善を行うとともに、宅地の利用増進を図り、安

全で災害に強い市街地整備を行うことを目的とする。

(2)  施行地区内の土地の現況

(ｲ) 土地の現況

本地区の北側は名取川に面し、東側は貞山運河より約100m～200m西側の区域、南側は閖上
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2

中学校の南端部になり、西側は仙台市方面から流れてくる水路及び鍋沼堀に囲まれた区域であ

る。

このような現状の中、東日本大震災により、3・5・192仙台閖上線（主要地方道塩釜亘理線）

（幅員21ｍ）の東側はほぼ建物が流出したが、西側は3・5・192仙台閖上線（主要地方道塩釜

亘理線）（幅員21ｍ）の盛土などの影響もあり、流出を免れた住宅が散在している。

27 4 10                        121. 9

本地区は、平成28年10月28日に都市計画決定された115. 1haのうち貞山運河西側の墓地

56. 9

付近から西側の区域の約56. 8haの地区である。

56. 9 38. 1

この56. 8haの一部、約37. 7haは市街化区域であり、被災前は、歴史ある住宅及び併用住宅

を中心とした市街地となっていた。

また残りの市街化調整区域については、一部は市街化区域に隣接した中学校用地を含むもの

の、大半は農地となっていた。

①道路の現況

本地区の幹線道路は、南北方向に3・5・192仙台閖上線（主要地方道塩釜亘理線）（幅員21

ｍ）が走り、東西方向に3・5・187名取駅閖上線（一般県道閖上港線）（幅員21ｍ）が配置さ

れている。地区内には区画道路が整備されているものの、一部には狭あい道路や行き止まり道

路等も存在していた。

②宅地の現況

宅地については、ほとんどが住宅あるいは併用住宅となっており、小・中学校や公民館及び

体育館等の公共公益施設が立地していた。

③建物の高度化の傾向

本地区内の建物は、平屋及び二階建てが主体であり、特に高度化の傾向はみられない。

④地勢

本地区は名取市沿岸の平野部に位置しており、市街化区域の大部分が標高1～2m程度の低地

となっている。また周辺の農地は標高0～1m程度となっている。

⑤用排水路の状況

本地区には、区域西側から用水と排水兼用の水路が流入しており、区域南側の田への水路の

一部を担っていた。排水路は、地区内の排水も含めて貞山運河に流出していた。

⑥供給処理施設（下水、上水、ガス等）

市街化区域内の雨水排水については、貞山運河にポンプ排水していた。

同様に、汚水排水についても、閖上字新狐島にあるポンプ場による圧送により、閖上字小塚

原地内の流域下水道幹線に接続していた。市街化調整区域は未整備であった。
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3

上水道は全戸に供給されていた。

ガスについては、プロパンガスによる供給であった。

⑦文教施設（学校等）

本地区には、市立閖上小学校（閖上字鶴塚）、市立閖上中学校（閖上字五十刈、庚申塚及び

胡桃）のほか、学校法人わかば学園閖上わかば幼稚園、めぐみ保育園、閖上児童センター、公

民館、体育館等が立地していた。

⑧工場の立地状況

精麦工場と倉庫などの大規模な施設が塩釜亘理線と閖上港線の交差点付近に立地している。

(ﾛ) 人口及び土地利用現況

整
理
前

種別 住宅
商業地

・工業地
その他 農地 公益施設公共用地 計

面積
162, 160㎡

165, 656㎡31, 000㎡11, 580㎡197, 591㎡ 71, 995㎡

94, 244㎡

90, 039㎡

568, 570㎡

567, 861㎡

割合
28. 5％

29. 2％ 5. 5％ 2. 0％ 34. 8％ 12. 7％

16. 5％

15. 8％ 100. 0％

戸数 527戸 527戸

人数 1, 450人 1, 450人

(ﾊ) 地価の概要

地価の現況は、1㎡当り平均約23, 100円程度である。

※単価を100円単位としたため、総額は一致しない。

(3)  設計の方針

(ｲ) 設計内容の概要

当地区は、区域中央部にある3・5・192仙台閖上線（主要地方道塩釜亘理線）（幅員21ｍ）

により東西二つの区域に大別される。

東側の区域には、商業地、医療・福祉施設用地、一般住宅地、災害公営住宅の集合住宅用地、

貞山運河東側を中心とする

戸建住宅用地及び 防災集団移転促進事業による移転先住宅団地と

墓地を配置する。

西側は、西端に学校用地を配置するとともに、その周辺に災害公営住宅の戸建住宅用地、一

地目 宅地 農地 計

単価（円/㎡）
27, 100 17, 500 23, 100

面積（㎡）
276, 735

280, 167 197, 591

474, 326

477, 822

総額（千円）
7, 499, 518

7, 592, 526 3, 457, 842

10, 957, 360

11, 050, 368
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4

般住宅地を配置する。

また、3・5・187名取駅閖上線（一般県道閖上港線）（幅員21ｍ）南側には、一般住宅地、

災害公営住宅の戸建住宅用地、産業関連用地を配置する。

(ﾛ) 土地利用計画（市街化予想）

整

理

後

種別 住宅
商業地

・工業地
公益施設 公共用地 計

面積
232, 862㎡

233, 231㎡

39, 555㎡

39, 485㎡

64, 905㎡

67, 461㎡

231, 247㎡

227, 684㎡

568, 570㎡

567, 861㎡

割合
41. 0％

41. 1％

6. 9％

6. 9％

11. 4％

11. 9％

40. 7％

40. 1％ 100％

(ﾊ) 人口計画

計画人口は約2, 100人、人口密度約37 人/haとして計画する。

1, 400 47

なお、県道塩釜亘理線の東側嵩上げ区域(約30ha)の人口は約1, 450人、人口密度は約48

人/haである。

本地区内に収容し得る人口は次のとおりである。

217, 361 101, 519 88, 969

整理後宅地地積約215, 742 ㎡（一般住宅109, 738 ㎡、災害公営91, 781 ㎡、

26, 873

防集移転先住宅14, 223 ㎡）

288 513

1戸当たり地積約 282 ㎡/戸（一般住宅615 ㎡/戸、

災害公営住宅（戸建） 200 ㎡/戸、

災害公営住宅（集合） 130, 150, 180 ㎡/戸、

防集移転先住宅330 ㎡/戸）

755

戸 数約 764 戸

147 524 84

（一般住宅198戸、災害公営住宅523 戸、防集移転先住宅43 戸）

1戸当たり人口約2. 75人（5, 500人/2, 000戸＝2. 75人/戸、被災前）

755                

収容人口 約763戸×2. 75人/戸≒2, 100人

(ﾆ) 公共施設の整備計画（法第2条第5項）

(A) 道路

地区内において都市計画決定されている幹線道路は、南北の広域幹線道路である3・5・192

仙台閖上線（主要地方道塩釜亘理線）（幅員21ｍ）、東西方向の幹線道路である3・5・187名取

駅閖上線（一般県道閖上港線）（幅員21ｍ）であり、地区内で十字に交差している。
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これらの幹線道路と地区内の宅地への集散道路として、名取川堤防と並行に幅員15mの主要

区画道路として閖上港北線東側の災害公営住宅の西側を南北につなぐ幅員15mの主要区画道路

として閖上南北線を計画する。

閖上港北線は、東西方向の道路であり、災害時の避難ルートとして位置づけられ、3・5・192

仙台閖上線（主要地方道塩釜亘理線）（幅員21ｍ）とは立体交差し、緊急時の安全性及び円滑

な避難ができるように確保する。

閖上南北線は、3・5・187名取駅閖上線（一般県道閖上港線）（幅員21ｍ）と閖上港北線を

結ぶ地区内の骨格道路となるとともに、第二次防御ラインとしての機能を持たせる。

加えて、3・5・192仙台閖上線（主要地方道塩釜亘理線）（幅員21ｍ）東側の嵩上げ区域の

中央部に閖上港北線と3・5・187名取駅閖上線（一般県道閖上港線）（幅員21ｍ）を結ぶ南北

道路を幅員15mで計画すると共に、3・5・192仙台閖上線（主要地方道塩釜亘理線）（幅員21

ｍ）の西側の学校用地東側で同様に２路線の東西方向の道路結ぶ南北道路を幅員14mで計画す

る。

その他の区画道路は、基本的には住宅地となっているため、宅地からの集散機能を担う幅員

11. 5m、10. 5mと幅員８ｍの主要区画道路及び宅地へのアクセスを担う幅員６ｍの区画道路を基

本として、街区形成を行う。

街区の延長の長い場所については、歩行者の動線を考慮し、幅員４ｍの歩行者専用道路を配

置する。

(B) 公園

公園面積は、施行地区面積の3％または地区内想定人口1人当たり3㎡のいずれか多い方の

面積以上を確保することとする。

568, 570 17, 057

①施行地区面積の３％： 567, 861㎡×0. 03 ＝17, 036㎡

②計画人口１人あたり３㎡： 2, 100人×3㎡＝6, 300㎡

以上を踏まえ、街区公園は、誘致圏域を考慮して６か所、1か所あたり標準規模の約2, 500

15, 400㎡

㎡を目標に、街区形状を踏まえ、結果的に約18, 500㎡の街区公園を配置するとともに、各街

8 2, 400

区からの利便性を考慮し、7箇所2, 410㎡のポケットパークを配置する。

また、地区中央部の東西に、災害時における避難路の確保、憩いとゆとりある住宅地の散策

路、通学路の安全性及び快適性の確保等を図ることを目的として、植樹帯及び歩行者路又は自

転車路を主体とする緑道（幅員15ｍ、面積約10, 900㎡）（以下、緑道と称する。）を整備し、

地区内の住宅地、商業地、学校、その他の公益的施設などを相互に連絡していく。

5. 0 28, 700

街区公園とポケットパーク、緑道をあわせた公園面積は、地区面積の約5. 6％、約31, 810㎡と

する。

(C) 水路

農業用水は、区域の西端部から南端部に沿ったうえで、鍋沼堀り沿いの地区内道路に用水管

路を布設し、地区外の圃場整備地区に供給する。
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(ﾎ) 公益的施設の整備計画

（A）学校

地区内に位置する閖上小学校及び閖上中学校については、「名取市立閖上小・中学校再建の

基本方針」を踏まえ、津波に対する安全性や地区住民の意向を考慮し、地区西側に小中一貫校

39, 980

として整備することとし、合計約40, 020㎡で配置する。（被災前は約56, 400㎡）

(B)その他

被災した公益的施設として、消防署、公民館、閖上児童センター、閖上保育園等を配置する。

ごみ集積所について、住宅地内の各街区において確保する。

消防水利施設について、消火範囲を考慮し適宜配置する。

(ﾍ) 整地計画

3・5・192 仙台閖上線（主要地方道塩釜亘理線）（幅員21ｍ）東側の居住区域については、

津波安全の確保を図るため平均4ｍ程度TP+5. 0ｍとなる嵩上げを行う。

造成方法としては、東から3・5・192仙台閖上線（主要地方道塩釜亘理線）（幅員21ｍ）に

向かって、緩やかなスロープ造成を行う。

一方、県道塩釜亘理線の西側については、閖上港線の現況地盤高(TP+0. 7～1. 2m)を上回る

(TP+1. 5～2. 0m)高さに造成する。

宅地造成において、名取川堤防高については、国土交通省がTP+7. 2ｍで整備する計画であ

るが、区画整理の造成地盤は、計画高さに応じて河川の堤防区域に及ぶ盛付けを行う。

(ﾄ) 物件移転及び移設計画

地区内に存する移転・移設が必要な建物等については、事業進捗に併せて移転を行う。

(ﾁ) 供給処理施設計画

(A) 上水道

上水道について、道路の配置に併せて、新たに給水管を布設し、全戸に供給する。

(B) 下水道

【雨水】

雨水排水について、3・5・192仙台閖上線（主要地方道塩釜亘理線）（幅員21ｍ）の西側

区域は、3・5・187 名取駅閖上線（一般県道閖上港線）（幅員21ｍ）に排水ボックスを布設

し、3・5・192仙台閖上線（主要地方道塩釜亘理線）（幅員21ｍ）横断後は、3・5・187名取駅

閖上線（一般県道閖上港線）（幅員21ｍ）南側に開水路を整備し、閖上雨水ポンプ場から鍋沼

掘りを経由し、貞山運河に排水する。

3・5・192仙台閖上線（主要地方道塩釜亘理線）（幅員21ｍ）の東側については、3・5・192

仙台閖上線（主要地方道塩釜亘理線）（幅員21ｍ）及び閖上港北線に排水ボックスを布設し、

貞山運河に直接放流する。
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【汚水】

汚水排水については、土地利用に併せ新たに汚水管を布設する。

汚水排水は、閖上中継ポンプ場に地区内のすべての汚水を導き、中継ポンプ場から阿武隈川

下流流域下水道仙台幹線に圧送・排水する。

(C) 電気・電話・NTT・ガス

電気、電話については、土地利用計画に併せて電柱を布設し、供給を受けるものとする。

NTTについては、基地局の移設と地下埋設のケーブルの移設を行い、供給を受けるものとす

る。

ガスについては、仙南ガス㈱により供給を受けるものとする。
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(4)  整理施行前後の地積

(ｲ) 土地の種目別施行前後対照表

地積（㎡） ％ 筆数 地積（㎡） ％

400. 00 0. 07 1 0. 00 0. 00

3, 912. 80 0. 69 19, 957. 41 3. 51

0. 00 0. 00 16, 025. 01 2. 82

4, 312. 80 0. 76 19, 957. 41 3. 51

400. 00 0. 07 1 16, 025. 01 2. 82

68, 995. 75 12. 13 306 170, 419. 27 29. 97

69, 921. 31 12. 31 304 168, 819. 04 29. 73

28, 705. 70 5. 05

400. 22 0. 07 2 31, 765. 89 5. 59

6, 657. 04 1. 17

0. 00 0. 00 5, 096. 77 0. 90

20, 535. 19 3. 61 22 5, 507. 20 0. 97

19, 317. 32 3. 40 21 5, 977. 19 1. 05

89, 931. 16 15. 82 330 211, 289. 21 37. 16

89, 638. 85 15. 79 327 211, 658. 89 37. 27

94, 243. 96 16. 58 331 231, 246. 62 40. 67

90, 038. 85 15. 86 328 227, 683. 90 40. 10

102, 174. 61 17. 97 139

33, 785. 61 5. 95 49

4, 813. 00 0. 85 8

2, 214. 00 0. 39 2

120, 003. 49 21. 11 380

84, 627. 69 14. 90 254

8, 563. 00 1. 51 14

4, 889. 00 0. 86 4 337, 323. 40 59. 33

4, 888. 00 0. 86 5 340, 177. 14 59. 90

1, 337. 47 0. 24 21

1, 031. 00 0. 18 15

9, 377. 80 1. 65 24

6, 409. 80 1. 13 18

－ 33. 00 0. 01 1

水道用地 85. 00 0. 01 1

－ 867. 35 0. 15 22

用悪水路 2, 654. 97 0. 47 24

252, 058. 72 44. 33 613

144, 259. 07 25. 40 382

9. 28 0. 00 1

0. 00 0. 00 0

222, 070. 98 39. 06 393

331, 718. 54 58. 42 629

222, 080. 26 39. 06 394

331, 718. 54 58. 42 629

474, 138. 98 83. 39 1, 007 337, 323. 40 59. 33

475, 977. 61 83. 82 1, 011 340, 177. 14 59. 90

187. 08 0. 03

1, 844. 58 0. 32

568, 570. 02 100. 00 1, 338 568, 570. 02

567, 861. 04 100. 00 1, 339 567, 861. 04 100. 00

その他（水
路 ）

計

備 考
施 行 前 施 行 後

道 路

種 目

道 路
地
方
公
共
団
体
所
有
地

公 園

緑 地

計公

共

用

地

河 川

総 計

国

有

地

田

公衆用道路

公

有

地

合 計

計

市 有 地

墓 地

畑

民

有

地

国 有 地

測 量 増

宅

地

合 計

雑 種 地

境 内 地

計

宅 地
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(ﾛ) 減歩率計算表

整理前

宅地地積

( 台帳地籍)

同更正地積

（測量増減を加

減したもの）

整理後

宅地地積

差引減歩地籍 減歩率

公 共

減歩地積

公共保留地

合算減歩地積

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ％ ％

474, 138. 98 474, 326. 06 337, 323. 40 137, 002. 66 137, 002. 66 28. 88 28. 88

475, 977. 61 477, 822. 19 340, 177. 14 137, 645. 05 137, 645. 05 28. 81 28. 81

413, 070. 59 413. 257. 67 337. 323. 40 75, 934. 27 75, 934. 27

[414, 909. 22 416, 753. 80 340, 177. 14 76, 576. 66 76, 576. 66 18. 37 18. 37]

※[ ]は市が減価補償金相当額をもって先行買収を行った場合

(ﾊ) 宅地価格

施行前

単 価

施行前

宅 地

総価額

施行後

単 価

施行後

宅 地

総価額

円/㎡ 千円 円/㎡ 千円

10, 956, 932 9, 546, 252

23, 100 11, 037, 693 28, 300 9, 627, 013

(5) 減価補償金

施行前

宅 地

総価額

施行後

宅 地

総価額

宅地総価額

の減少額

(減価補償金)

用地買収費

交付金買収予定

地 積
単価 用地買収費

千円 千円 千円 ㎡ 円/㎡ 千円 千円

10, 956, 932 9, 546, 252

11, 037, 693 9, 627, 013 1, 410, 680 61, 068. 39 23, 100 1, 410, 680
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(6)  公共施設整備改善の方針

(ｲ) 都市計画との関係

事項 年月日 備考

市街化区域及び市街化調整区域 昭和45年8月31日(決定) 宮城県告示第690号

地域地区
用途

地域
第一種住居地域

昭和45年8月31日(決定)

昭和59年1月31日(変更)

平成8年3月29日(変更)

宮城県告示第691号

宮城県告示第102号

宮城県告示第411号

都市施設

道路

3･5･187名取駅閖上線

（W=21. 0ｍ）

昭和29年5月21日(決定)

平成24年3月30日(変更)

平成27年4月10日(変更)

平成28年10月24日（変更）

宮城県告示第954号

宮城県告示第288号

宮城県告示第444号

名取市告示第147号

3･5･192仙台閖上線

（W＝21. 0ｍ）

昭和29年5月21日(決定)

平成24年3月30日(決定)

平成27年4月10日(変更)

宮城県告示第954号

宮城県告示第288号

宮城県告示第444号

下水道閖上ポンプ場
昭和50年7月1日（決定）

平成28年10月24日（変更）

名取市告示第15号

名取市告示第148号

市街地

開発事業

仙塩広域都市計画事業

閖上地区被災市街地復興

土地区画整理事業

平成24年3月30日(決定)

平成27年4月10日（変更）

平成28年10月28日（変更）

宮城県告示第286号

名取市告示第45号

名取市告示第153号

(A) 地域地区の指定

本地区は、市街化区域と市街化調整区域が含まれている。

市街化区域の用途地域は、地区全域が第一種住居地域となっている。建ぺい率は60％、容積

率は200％となっている。

別途、本地区における市街化区域内の現行用途地域及び市街化調整区域の市街化区域編入に

ついては、地区計画等の検討を経て、指定あるいは変更を行う。

(B) 都市計画道路の配置

本地区における都市計画道路は、3・5・187名取駅閖上線（一般県道閖上港線）（幅員21m）、

3・5・192仙台閖上線（主要地方道塩釜亘理線）（幅員21m）が計画決定され、配置状況は設計

図のとおりである。

(ﾛ) 都市計画以外の主要公共施設の計画

(A)道路

本地区は、基本的には住宅地であるため、都市計画道路を幹線道路として、地区内幹線道路

の幅員15mの3 路線及び幅員14mの1路線で骨格づくりを行い、主要区画道路11. 5m、10. 5m

の各1路線、区画道路8m、6mの道路を適宜計画配置する。また、歩行者の動線を考慮し、街

区延長の長い場合、幅員4mの歩行者専用道路を配置する。

（B）公園
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15, 400

公園は地区の3％以上を確保するため、街区公園６箇所（約18, 500㎡）及びポケットパ－ク

8 2, 400

7箇所（約2, 410㎡）を公園の誘致距離を考慮し配置するとともに、本地区の中央を東西に貫

く緑道（約10, 900㎡）を配置する。

（C）緑地

河川堤防と計画道路の間に生じる

緑地は、 宅地利用の難しい区域について、配置するとと

もに、県道塩釜亘理線と住宅地との間の緩衝緑地としても配置する。

（D）水路

本地区の西側から流入していた用排水路のうち、排水路は区域の西端部から南端部に沿って

設置する区画道路、及び3・5・187名取駅閖上線（一般県道閖上港線）（幅員21m）に排水ボッ

ツクスを敷設し、3・5・192仙台閖上線（主要地方道塩釜亘理線）（幅員21m）横断後、3・5・

187名取駅閖上線（一般県道閖上港線）（幅員21m）南側に開水路を設置し、貞山運河に放流す

るとともに、用水路については西側区域外部に整備される用水管路から鍋沼堀沿いの地区内道

路に用水管路を布設し、地区外の圃場整備地区に配水する。
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(ﾊ) 公共施設別調書

幅員（ｍ） 延長(m) 面積（㎡） 整備計画

616. 4 18, 064. 51

都3.5.192仙台閖上線
(主要地方道塩釜亘理線） ◎ 21. 0 609. 5 17, 994. 28

4. 5-12. 0-4. 5
Ａｓ舗装、Ｕ字型側溝 都市計画決定平成27年4月10日

969. 6 28, 619. 14 都市計画決定平成27年4月10日
都3.5.187名取駅閖上線
（一般県道閖上港線） ○ 21. 0 990. 0 28, 868. 74

5. 0-11. 0-5. 0
Ａｓ舗装、Ｕ字型側溝 都市計画決定平成28年10月26日

1, 586. 0 46, 683. 65

小計 1, 599. 5 46, 863. 02

1, 244. 2 19, 408. 14

区－15m（閖上港北線） 15. 0 1, 222. 4 18, 328. 21
3. 5-8. 0-3. 5

Ａｓ舗装、Ｕ字型側溝

321. 9 6, 692. 55

区－15m（閖上南北線） 15. 0 330. 5 7, 445. 41
3. 5-8. 0-3. 5

Ａｓ舗装、Ｕ字型側溝

277. 0 4, 329. 84

区－15m（ｺﾐｭﾆﾃｨ道路） 15. 0 282. 6 4, 272. 59
3. 5-8. 0-3. 5

Ａｓ舗装、Ｕ字型側溝

209. 7 3, 070. 78

区－14m 14. 0 218. 4 3, 131. 16
3. 5-7. 0-3. 5

Ａｓ舗装、Ｕ字型側溝

140. 4 1, 691. 65

区－11.5m 11. 5 143. 9 2, 308. 94

8. 0-3. 5

Ａｓ舗装、Ｕ字型側溝

151. 3 1, 757. 49

区－10.5m 10. 5 151. 3 1, 652. 17
7. 0-3. 5

Ａｓ舗装、Ｕ字型側溝

2, 505. 9 21, 121. 54

区－8m 8. 0 2, 614. 6 23, 084. 66 Ａｓ舗装、Ｕ字型側溝

8, 925. 9 63, 937. 69

区－6m 6. 0 8, 796. 4 59, 709. 60 Ａｓ舗装、Ｕ字型側溝

13, 776. 3 122, 009. 68

小計 13, 760. 1 119, 932. 74

431. 5 1, 725. 94

歩－4m 4. 0 496. 8 2, 023. 28 カラ―平板、Ｕ字型側溝

431. 5 1, 725. 94

小計 496. 8 2, 023. 28

15, 793. 8 170, 419. 27

15, 856. 4 168, 819. 04

5, 000. 00

公園―1 5, 000. 43 外柵、遊具、植栽等

1, 994. 00

公園―2 3, 127. 11 外柵、遊具、植栽等

1, 767. 52

公園―3 2, 434. 02 外柵、遊具、植栽等

2, 151. 81

公園―4 2, 144. 51 外柵、遊具、植栽等

2, 688. 53

公園―5 2, 174. 47 外柵、遊具、植栽等

1, 814. 28

公園―6 3, 596. 64 外柵、遊具、植栽等

15, 416. 14

小計 18, 477. 18

300. 00

ﾎ゚ｹｯﾄﾊ゚-ｸ―1 300. 50

300. 00

ﾎ゚ｹｯﾄﾊ゚-ｸ―2 300. 49

300. 00

ﾎ゚ｹｯﾄﾊ゚-ｸ―3 300. 47

4 300. 00

－ 0. 00

5 300. 00

ﾎ゚ｹｯﾄﾊ゚-ｸ―4 300. 49

6 300. 00

ﾎ゚ｹｯﾄﾊ゚-ｸ―5 300. 50

7 300. 00

ﾎ゚ｹｯﾄﾊ゚-ｸ―6 300. 49

8 300. 00

ﾎ゚ｹｯﾄﾊ゚-ｸ―7 603. 92

2, 400. 00

小計 2, 406. 86

区分

道
路

幹

線
道
路

歩
行
者
専
用

道
路

摘要

計

形状寸法
道路
種別名称

ポ
ケ

ト
パ

|
ク

公
園
・
緑

地

街

区
公
園

-26-
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幅員（ｍ） 延長(m) 面積（㎡） 整備計画

3, 124. 60

緑道－1 3, 124. 68外柵

2, 984. 57

緑道－2 2, 984. 49外柵

2, 340. 00

緑道－3 2, 333. 78外柵

2, 440. 39

緑道－4 2, 438. 90外柵

10, 889. 56

小計 10, 881. 85

1, 093. 85

緑地―1 1, 703. 11外柵

0000002 647. 51

　　　－ ー外柵

0000003 96. 94

緑地―2 30. 16外柵

0000004 420. 69

緑地―3 1, 122. 61外柵

0000005 4, 265. 03

緑地―4 1, 589. 46外柵

0000006 79. 05

緑地―5 92. 14外柵

0000007 53. 97

緑地―6 60. 00外柵

　　　－ ーー

緑地―7 144. 69外柵

　　　－ ーー

緑地―8 95. 04外柵

　　　－ ーー

緑地―9 259. 56外柵

6, 657. 04

小計 5, 096. 77

35, 362. 74

36, 862. 66

19, 957. 41

名取川 16, 025. 01

19, 957. 41

16, 025. 01

5, 507. 20

市用排水路 5, 977. 19

5, 507. 20

5, 977. 19

17, 721. 6 231, 246. 62

15, 856. 4 227, 683. 90

摘要

公
園
・

緑
地

区分 名称
道路

種別

形状寸法

計

計

緑
地

河
川

水
路

合計

緑
道

国

計

-27-
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(7)  土地区画整理法第２条第２項に規定する事業の概要

(ｲ) 事業施行のため必要な工作物その他物件の内容

特に該当なし

(ﾛ) 事業施行に係わる土地利用の促進のための必要な工作物その他物件の内容

（A）下水道施設

市街化調整区域の農地部分であった区域について、汚水排水管を敷設する。

(ﾊ) ガス

ガスについては、本事業による道路計画に合わせてガス管の布設を行い、都市ガス事業者で

ある仙南ガス㈱より供給を受けることとする。

２．設計図

別添図面の通り。

第４．事業施行期間

自平成25年11月25日（事業計画決定の公告の日）

至平成30年3月31日

-28-
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第５．資金計画書

１．収入

被災市街地復興土地区画整理事業

17,602,142                       23,469,522 *(3/4)

被災市街地復興土地区画整理事業

5,867,380                       23,469,522*(1/4)

1,262,885

24,732,407

720,590

720,590

1,160,903

26,613,900

公
共
施
設
管

理
者
負
担
金

河　川

計

合 計

基幹事業

国 費

市 町 村 単 独 費

区 分 金額（千円）

計

摘 要

復
興
交
付
金

効 果 促 進 事 業

市 費

-29-
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２．支出

【単位：千円】

単位 事業量 事業費 摘要

1,586 3,793,103

14,000 4,727,563

432 139,825

16,018 8,660,491

33,272 963,119

- -

9,623,610

130 7,327,000

7,327,000

-

337,323 6,678,157

336,801

1,235,833

25,201,401

1,410,680

1,819

26,613,900

㎡

築

造

㎡

－

移
転

㎡

計

水路築造費

合      計  

－事 務 費

減 価 補 償 金 －

戸

事項

都市計画道路

公
共
施
設
整
備
費

建物移転費

区画道路

特殊道路

ｍ

小 計

ｍ

ｍ

計

法2条2項該当事業費

整 地 費

その他工事費

調 査 設 計

工 事 費 計

公園施設費

－

－
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３．年度別歳入歳出資金計画表

単位：千円

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 合計

10,710 1,774,183 6,573,423 4,613,114 4,902,971 17,874,401

1,775,139 2,210,430 4,424,000 328,111 8,737,680

1,819 1,819

10,710 3,549,322 8,783,853 9,037,114 5,232,901 26,613,900

2,330,012 5,467,059 6,356,151 3,448,920 17,602,142

10,710 383,639 407,091 197,635 263,810 1,262,885

720,590 720,590

59,000 366,760 364,611 370,532 1,160,903

10,710 2,772,651 6,961,500 6,918,397 4,083,262 20,746,520

基
幹
事
業

歳

入

国 費

歳

出

工 事 費

補 償 費

事 務 費

計

市 費

公共施設管理者負担金

市単独費

計

繰 越 金

復
興
交
付
金

効果促進事業

差 引 過 不 足

借 入 金

-31-
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第６．参考図書

１．施行規程

２．現況図（イ）土地利用及び建物用途別現況

別添図面のとおり（縮尺1/2, 500）

（ロ）給排水、交通施設、地下埋設物、土地の所有別現況

別添図面のとおり（縮尺1/2, 500）

３．市街化予想図

別添図面のとおり（縮尺1/2, 500）
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議案第２３３７号 

 

意見書の提出状況について 

 

(1)事業計画縦覧期間及び意見書提出期間 

・縦覧期間：平成 28 年 11 月 14 日（月）から平成 28 年 11 月 27 日（日）まで（2 週間） 

・提出期間：平成 28 年 11 月 14 日（月）から平成 28 年 12 月 11 日（日）まで（4 週間） 

  縦覧者：２名 

 

(2)意見書及び提出者の数（平成 28 年 12 月 12 日現在） 

・意見書の数：１通 

・提出者の数：１名 

（１名の内訳） 

・施行地区内地権者：１名 

 

(3)意見書提出者の利害関係の確認結果 

・意見書の提出は，土地区画整理法第 55 条第 13項が準用する同法第 55 条第 2 項の「利害関係者」

に限定されている。「利害関係者」については同法第 20 条第 2 項で定義されている。 

・意見書提出者が「利害関係者」であるかどうか確認を行った結果，利害関係者にあたることが確認

されたので，宮城県知事から宮城県都市計画審議会あて付議された。 

 

意見書 提出者 
権利がある 
物件の位置 

利害関係の内容 
（斜体は提出者に確認した内容） 

判定※ 

A 個人 地区内 施行地区内に所有地あり ○ 

 

 
■「利害関係者」の定義（土地区画整理法第 20条第 2項） 
 当該土地区画整理事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件又は当該土地区画
整理事業に関係のある水面について権利を有する者 
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意
見
書
に
関
す
る
事
実
確
認
及
び
事

務
局
の
見
解
（
名
取
市
閖
上
地

区
）

意
見

の
要

旨
事

実
確

認
の

結
果

事
務

局
の

見
解

意
見

書
提

出
者
は

，
従

前
地
に

近
い

場
所
へ
の

換
地
を

求
(
a)

今
回
の
事
業
計
画
変
更
に
お

Ⅰ
事
業
計

画
に
お
け
る
幼
稚
園
用
地
決
定
の
経

緯

め
て
，

こ
れ

ま
で
名

取
市

と
話
し

合
い

を
行
っ
て

き
て
い

た
(
ｲ
)

平
成

2
5年

1
1
月
2
2
日
の
当

初
事

業
認

可
時

に
は
，

保
育

所
等

の
公

い
て
，
保

育
所
の
東
隣
の
公
園

が
，
今

回
の

事
業
計

画
変

更
で
は

，
当

方
の
従
前

地
の
一

部
益

施
設

は
県

道
塩

釜
亘

理
線

の
西
側

及
び

東
側
に

そ
れ

ぞ
れ

に
分

散
を

幼
稚
園

用
地
（
住
宅
用
地
）

が
，
公

園
か

ら
住
宅

用
地

に
変
更

さ
れ

，
前
名
取

市
長
の

親
し

て
配

置
す

る
こ

と
と

し
て
い

た
（

幼
稚

園
の

位
置

に
つ

い
て

は
に

変
更
し

て
い
る
が
，
利
便
性

。

族
が
経

営
す

る
幼
稚

園
用

地
と
し

て
換

地
さ
れ
る

計
画
に

な
明
記
せ
ず

。
)

・
安
全
性

の
観
点
か
ら
小
中
一

っ
て
お
り

，
不
利
益
を
受
け
て
い
る
。

(
ﾛ)

平
成
2
6
年
12
月
22
日
に

閖
上
地
区
ま
ち
づ
く
り

協
議
会
か
ら

閖
貫

校
周
辺

に
子
育
て
関
連
施
設

，
「

当
該

地
は

，
当
初

公
園

と
な
る

た
め

地
権
者
の

換
地
の

希
上

地
区

ま
ち

づ
く

り
提

案
書
（

第
二

次
提

案
」

が
名

取
市

長
に

提
を

設
置
す
る
と
い
う
土
地
利
用

）

望
を
受

け
付

け
な
か

っ
た

に
も
関

わ
ら

ず
，
今
回

の
変
更

で
出

さ
れ

，
幼

稚
園

，
保

育
所

等
の
子

育
て

関
連
施

設
は

，
送

迎
や

集
は

妥
当
で

あ
る
。

は
公
園

か
ら

宅
地
へ

勝
手

に
変
更

し
，

幼
稚
園
の

換
地
先

と
団

登
下

校
の

し
や

す
さ

，
緊

急
時
に

集
団

避
難
が

可
能

で
あ

る
と

い

し
て
い
る

。
う
観
点
か

ら
，
小
中
一
貫
校
周
辺
に
配
置
す
る

よ
う
提
案
さ
れ
た
。

(
b)

幼
稚
園

の
位
置
に
つ
い
て
こ

市
の

全
て

の
計
画

が
前

市
長
派

の
一

部
の
地
権

者
優
先

で
(
ﾊ
)

市
は

，
ま

ち
づ

く
り

協
議

会
の

提
言
に

基
づ

き
，

保
育

所
，

児
童

れ
ま
で
地
権
者
に
説
明
が
さ
れ

進
め
ら

れ
て

お
り
，

行
政

側
も
一

緒
に

便
宜
を
図

っ
た
と

い
セ

ン
タ

ー
等

の
子

育
て

支
援

施
設
を

小
中

一
貫
校

周
辺

に
配

置
す

る
な

か
っ
た

の
は
，
幼
稚
園
経
営

わ
ざ
る

を
得

な
い
。

ま
た

，
こ
の

状
況

を
現
名
取

市
長
は

把
等
事
業
計

画
を
変
更
し
，
平
成
2
7年

６
月
2
5日

に
認
可
さ
れ
た

（
幼

者
と
の
合

意
が
遅
れ
た
た
め
で

。

握
し
て
い

な
い
。

稚
園
の
位

置
に
つ
い
て
は
，
調
整
中
の
た
め
明

記
せ
ず

）
あ

る
が
，

位
置
を
決
め
る
に
当

。

よ
っ
て

今
回
の
変
更

に
つ
い
て
は

公
園
か
ら
宅
地

幼
(
ﾆ
)

幼
稚

園
経

営
者

と
調

整
の

結
果

，
保
育

所
東

側
の

公
園

を
幼

稚
園

た
っ
て
，
平
成
26
年
1
2月

の
閖

，
，

（

稚
園
用

地
）

へ
と
変

更
す

る
部
分

を
除

い
た
土
地

利
用
計

画
用

地
に

変
更

す
る
こ

と
と

と
し

，
平

成
2
8
年

1
0月

2
5
日
開

催
の

ま
ち

上
地
区
ま

ち
づ
く
り
協
議
会
の

で
執
行

し
，

自
ら
の

換
地

は
，
他

の
地

権
者
と
同

様
，
従

前
づ

く
り

協
議

会
と

の
情

報
交

換
会
に

お
い

て
事
業

計
画

の
変

更
案

を
提

案
に
基

づ
い
て
い
る
こ
と
及

地
に
近
い

場
所
へ
の
換
地
を
求
め
る
。

示
し
た
と

こ
ろ
，
異
論
は
な
か
っ
た
。

び
平
成
2
8
年
10
月
に
ま
ち
づ
く

(
ﾎ
)

平
成

2
8年

1
1
月
1
0
日
に
，

地
権

者
を

対
象

に
説
明

会
を

開
催

し
，

り
協
議
会

に
計
画
案
を
示
し
了

保
育
所

の
東

側
の

公
園

を
幼

稚
園
用

地
と

す
る
事

業
計

画
変

更
案

を
承

を
得
て
い
る
こ
と
か
ら
，
住

※
一
部
の

地
権
者
を
優
先
し
た
と
す
る
理
由

・
公
園

か
ら

一
般
宅

地
（

幼
稚
園

）
へ

の
変
更
し

た
理
由

及
説
明
し
た

。
説
明
会
は
，
午
後
６
時
か
ら
８
時

30
分
ま
で
,
住
民

19
人

民
と
の
合

意
形
成
過
程
に
大
き

び
そ
の

時
期
が
不
明
で
あ
る
。

の
参
加
の

も
と
行
わ
れ
た
。

な
瑕
疵
が
あ
っ
た
と
ま
で
は
言

・
幼
稚

園
用

地
の
所

有
者

は
，
換

地
の

権
利
が
あ

る
者
か

不
え

な
い
。

明
で
あ

る
。

し
か
し
，
周
辺
の
土
地
利
用

-42-



・
幼
稚

園
の

場
所
に

つ
い

て
は
，

ま
ち

づ
く
り
協

議
会
か

ら
に

与
え
る

影
響
の
多
い
土
地
利

Ⅱ
仮
換
地

の
位
置
を
巡
る
意
見
書
提
出
者
と
市

と
の
交
渉
経
緯

の
提
言

に
よ
る

も
の

と
説
明

さ
れ

た
が

，
い
つ

提
言

さ
れ

(
ｲ
)

意
見

書
提

出
者

の
従

前
地

の
地

目
は
田

で
あ

っ
た

が
，

住
宅

用
地

用
の
変
更
に
つ
い
て
は
，
適
切

た
か
不

明
で
あ
る
。

と
し
て
換

地
を
受
け
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

な
時
期
に
住
民
に
情
報
を
提
供

・
教
育
施

設
の
集
約
に
つ
い
て

平
成
2
6年

６
月
に

保
育
所

(
ﾛ)

意
見
書

提
出
者
は

平
成
27
年
８
月
の
仮
換
地
個

別
説
明
会
以
降

し
，
丁
寧

に
合
意
形
成
を
図
っ

，
，

，
，

児
童
館

，
小
学

校
等

の
配
置

を
既

に
決

定
し
て

い
た

が
，

従
前
地

に
近

い
場

所
へ

の
換
地

を
求

め
て

市
と
交

渉
し

て
お

り
，

平
て

い
く
こ
と
が
望
ま
し
い
。

幼
稚
園

の
み
，
こ
の
段
階
で
参
加
者
も
少
な

い
平
成
28
年

成
28

年
５
月

と
1
1
月

に
市

長
と

面
談

し
て

い
る
ほ

か
，

毎
月

１
回

程

1
1
月

の
区

画
整

理
説

明
会

の
中

で
変

更
し
よ
う

と
す
る

真
度
，
電
子

メ
ー
ル
等
で
交
渉
を
継
続
し
て
い
る

。
(
c)

な
お
，
個
別
の
仮
換
地
（
換

意
が
理

解
で
き
な
い
。

(
ﾊ
)

意
見

書
提

出
者

の
従

前
地

の
場

所
は
，

換
地

処
分

後
，

小
中

一
貫

地
）
の
位
置
に
つ
い
て
は
，
事

・
1
2月

６
日
の
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
か
ら
の
返

答
に
よ
る
と

校
用
地

，
保

育
所

用
地

，
住

宅
用
地

及
び

道
路
で

あ
り

，
幼

稚
園

予
業

計
画
に

対
す
る
意
見
で
は
な

，

平
成
2
6
年

1
2
月
2
2日

付
け

の
ま

ち
づ
く

り
協

議
会

に
よ

る
定

地
は

含
ま

れ
て

お
ら

ず
，
今

回
の

事
業

計
画
変

更
の

対
象

と
な

っ
い

の
で

,
こ

の
点

に
つ

い
て

意

第
２
次

提
案
で

は
，

も
し
幼

稚
園

等
を

作
る
な

ら
教

育
施

て
い
な
い

。
見

を
述

べ
る

こ
と

は
で

き
な

設
付
近

に
集
約

し
て

欲
し
い

と
提

案
し

た
が
，

幼
稚

園
設

い
。
平
成
27
年
８
月
の
仮
換
地

置
の
要

請
は
し

て
い

な
い
と

の
こ

と
で

あ
る
。

幼
稚

園
を

個
別
説
明
会
後
，
市
と
意
見
書

Ⅲ
仮
換
地

の
位
置
を
巡
る
幼
稚
園
運
営
者
と
市

と
の
交
渉
経
緯

作
る
こ

と
に
は
言
及
し
て
い
な
い
と
の
こ
と

で
あ
っ
た
。

(
ｲ
)

前
名

取
市

長
の

親
族

が
理

事
長

を
務
め

る
学

校
法

人
わ

か
ば

学
園

提
出
者
と
継
続
し
て
交
渉
し
て

は
，
閖

上
地

区
に

お
い

て
理

事
長
が

所
有

す
る
土

地
に

幼
稚

園
を

設
い

る
こ
と
か
ら
，
市
は
意
見
書

こ
れ
に

よ
り
，

当
時

よ
り
幼

稚
園

設
置
あ
り

き
で
の

裏
置

し
て

い
た

が
，

東
日

本
大
震

災
に

よ
り

被
災
し

た
た

め
に

現
在

は
提

出
者
を
含
む
地
権
者
と
，
今

計
画
を

推
し
進

め
て

い
た
こ

と
が

想
像

で
き
る

。
前

市
長

美
田
園
地

区
に
仮
園
舎
を
建
設
し
，
復
旧
し
て

い
る
。

後
と
も
丁
寧
に
合
意
形
成
を
図

は
，
自

分
本
位

の
計

画
を
進

め
，

市
民

の
声
を

無
視

し
続

(
ﾛ
)

当
該

幼
稚

園
は

，
閖

上
地

区
の

土
地
区

画
整

理
事

業
に

よ
り

用
地

っ
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し
い
。

け
て
お

り
，
誰

も
前

市
長
へ

意
見

で
き

る
状
況

に
な

か
っ

の
換
地

を
受

け
た

後
，

閖
上
地

区
に

お
い

て
幼
稚

園
を

再
開

す
る

予

た
の
で

は
な
い
か
。

定
で
あ
る

。

そ
の

計
画
が
未
だ
に
継
続
さ
れ
て

い
る
こ

と
と
な
れ
ば

(
ﾊ
)

市
は

，
小

・
中

一
貫

校
周

辺
に

子
育
て

関
連

施
設

を
配

置
す

る
と

，

前
市
長

が
現
役

時
代

，
身
内

企
業

等
へ

の
有
利

な
計

画
を

い
う
，

ま
ち

づ
く

り
協

議
会

に
よ

る
提

案
に

基
づ

き
，

平
成
2
7年

８

描
き
，

そ
れ
を

知
り

な
が
ら

計
画

に
携

わ
っ
た

職
員

に
も

月
の
仮

換
地

個
別

説
明

会
以
降

，
理

事
長

側
と
小

中
一

貫
校

周
辺

に

責
任
が

発
生
す
る
の
で
は
な
い
か
。

幼
稚
園

を
配

置
す

る
仮

換
地

の
調

整
を

行
っ

た
と

こ
ろ

，
平
成

2
8
年

２
月
に

親
族

の
所

有
す

る
土

地
と
あ

わ
せ

て
保
育

所
東

側
隣

接
地

に

換
地
す
る

こ
と
と
で
了
解
が
得
ら
れ
た
。
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